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         聖籠町農業委員会 第２６期 第６回総会議事録 

  聖籠町農業委員会第２６期第６回総会は、令和７年８月２５日、聖籠町役場におい

て招集された。 

 

１ 出席委員 

   １番 宮 下 吉 勝（会長）    ２番 八 幡   裕（会長職務代理） 

３番 神 田   勝（農地部長）  ４番 宮 野 公 之（農政部長） 

５番 齋 藤 睦 子        ６番 岩 渕 せ ん 

７番 長谷川 智 之        ８番 加 藤 孝 博 

９番 新 保 昭 治        １０番 齋 藤 直 樹 

１１番 宇都宮 直 子       １２番 渡 邊 富 子 

１３番 堀   常 正 

 

２ 欠席委員 なし 

 

３ 出席した職員は、次のとおりである。 

局長 宮 川   顕   次長 天 野 秀 一   主事 相 馬 宏 向 

 

４ 総会の議事日程は、次のとおりである。 

日程第１ 議事録署名委員の指名について 

日程第２ 会期の決定について 

日程第３ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第４ 議案第２号 農用地利用集積等促進計画に係る意見について 
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５ 会議の概要 

 

議長     ただいまより、聖籠町農業委員会第２６期第６回総会を開会します。 

（開 会 午後２時００分） 

 

議長     日程第１、議事録署名委員の指名について、会議規則第１４条の規定に      

より、１０番委員、１１番委員を指名いたします。 

       なお、説明者には次長、書記には主事を指名します。 

 

議長    日程第２、会期の決定について、令和７年８月２５日、本日１日限り      

としたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

議長     異議なしと認め、本日１日限りと決定いたします。 

 

議長     日程第３、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について、上程

いたします。事務局説明願います。 

 

次長     はい。それでは１ページをお願いします。 

議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請」について説明いたしま

す。 

番号２８、申請地は、大字諏訪山字尾沢辺○○○です。地目は畑であり、面

積は１３８㎡です。諏訪山の譲り渡し人から諏訪山の譲り受け人への使用貸借

権の設定です。譲受人の経営面積は９，５１２㎡です。 

番号２９、申請地は、大字三賀字白通○○○です。地目は畑であり、面積は

８７０㎡です。三賀の譲り渡し人から三賀の譲り受け人への賃借権の設定で

す。譲受人の経営面積は１１，４０６㎡です。 

番号３０、申請地は、大字三賀字前谷内○○○です。地目は畑であり、面積

は１，８１３㎡です。三賀の譲り渡し人から三賀の譲り受け人への賃借権の設

定です。譲受人の経営面積は１１，４０６㎡です。 

番号３１、申請地は、大字網代浜字榎○○○です。地目は畑であり、面積は

１，０３５㎡です。網代浜の譲り渡し人から網代浜の譲り受け人への売買によ

る所有権の移転です。譲受人の経営面積は５，５４６㎡です。 

番号３２、申請地は、大字藤寄字浦潟○○○ほか２筆です。地目はいずれも

田であり、面積は３筆合計で２，５３０㎡です。新潟市の譲り渡し人から新潟

市の譲り受け人への贈与による所有権の移転です。譲受人の経営面積は４９，

０５５㎡です。 

番号３３、申請地は、大字藤寄字浦潟○○○ほか１筆です。地目はいずれも

田であり、面積は２筆合計で２，５５８㎡です。新潟市の譲り渡し人から新潟
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市の譲り受け人への贈与による所有権の移転です。譲受人の経営面積は４９，

０５５㎡です。 

番号３４、申請地は、大字藤寄字浦潟○○○です。地目は田であり、面積は

１，０１２㎡です。新潟市の譲り渡し人から新潟市の譲り受け人への贈与によ

る所有権の移転です。譲受人の経営面積は４９，０５５㎡です。 

番号３５、申請地は、大字諏訪山字苔沼○○○です。地目は畑であり、面積

は６２８㎡です。二本松の譲り渡し人から二本松の譲り受け人へ使用貸借権の

設定です。譲受人の経営面積は０㎡です。 

これらの案件は、農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のす

べてを満たすと考えます。 

議案第１号 総合計 

田  ６筆  ６，１００㎡ 

畑  ５筆  ４，４８４㎡ 

計 １１筆 １０，５８４㎡ 

令和７年８月２５日提出 

聖籠町農業委員会長 宮下 吉勝 以上であります。 

 

議長     この件につきましては、部会による事前審査がありました。その結果を農地

部長より補足説明願います。 

 

農地部長   はい。議案第１号に関しましては、部会の方では特に意見はありませんでし

た。以上です。 

 

議長     農地部長より補足説明がありました。 

この件につきましては、会議規則第１１条議事参与に関する案件を先に審議

いたします。１１番委員、退席願います。 

 

（１１番委員 退席） 

 

議長     番号２８について、質疑・意見のある方の発言を求めます。 

 

（質疑・意見なし） 

 

議長     番号２８について、許可することに決定して、ご異議ありませんか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

議長     全員異議なしと認め、許可することに決定いたします。 

 

（１１番委員 入場、着席） 
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議長     続きまして、４番委員、退席願います。 

 

（４番委員 退席） 

 

議長     番号２９から３０について、質疑・意見のある方の発言を求めます。 

 

（質疑・意見なし） 

 

議長     番号２９から３０について、許可することに決定して、ご異議ありませんか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

議長     全員異議なしと認め、許可することに決定いたします。 

 

（４番委員 入場、着席） 

 

議長     以上で議事参与に関する案件が終了しました。 

ほかの案件について、質疑・意見のある方の発言を求めます。 

 

（質疑・意見なし） 

 

議長     議案第１号について許可することに決定して、ご異議ありませんか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

議長     全員異議なしと認め、許可することに決定いたします。 

 

議長     日程第４、議案第２号、農用地利用集積等促進計画に係る意見について、上

程いたします。 

 

次長     はい。それでは３ページをご覧ください。 

議案第２号「農用地利用集積等促進計画に係る意見」について、ご説明いた

します。 

中間管理権設定(公社貸付)分につきましては、農林公社が借り入れた農地を

耕作者へ転貸するものです。このたびは、３件の申し出があり、全て賃借権の

設定となっております。 

なお、公社の借入契約よりも先に貸付契約が期間満了となったため、この度

は貸付側の契約のみ設定をするものとなります。 

農用地利用集積等促進計画につきましては、「町が計画を作成するにあたり、

農業委員会から意見を聴くことが適当である」とされていることから、町から

農業委員会に対して意見聴取の依頼を受けているところです。 
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したがいまして、計画案に対してご意見等がなければ、総会において「農地

中間管理権の取得または権利の設定は妥当である」旨を決定し、町に対して回

答します。 

これらの案件は、農地中間管理事業の推進に関する法律に規定されている県

知事認可の各要件を満たしていることから、決定相当と判断されます。 

令和７年 8月２５日提出 

聖籠町農業委員会長 宮下 吉勝 以上であります。 

 

議長     この件につきましては、部会による事前審査がありました。その結果を農政

部長より補足説明願います。 

 

農政部長   はい。議案第２号に関しましては、部会の方では特に意見はありませんでし

た。以上です。 

 

議長     農政部長より補足説明がありました。この件につきまして質疑、意見のある

方の発言を求めます。 

 

（質疑・意見なし） 

 

議長     議案第１号について許可することに決定して、ご異議ありませんか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

議長     全員異議なしと認め、許可することに決定いたします。 

 

議長     以上をもちまして、本日の日程が終了しましたので、これにて総会を閉会し

ます。ありがとうございました。 

（閉会 午後２時１２分） 
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会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためここに署名、捺印をする。 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

聖籠町農業委員会 

   議 長                              ㊞ 

 

               

     聖籠町農業委員会 

   署 名 委 員                              ㊞ 

 

               

   署 名 委 員                              ㊞ 


